
レンタルボートをご利用になるお客様へ 

 

◎危険エリア、水深 2ｍ以下の所に入らない。 

◎速度は 4500 回転以内の走行。 

◎時間厳守（30分毎 5,000円の違反金） 

◎定員人数は守る。 

◎天候の急変、また風速 8ｍ以上になった場合は直ちに帰港する事。 

◎付属の備品等の紛失、破損、故障は修理弁済または弁償となります。 

◎定置網 200ｍ以内、カキ棚 50ｍ以内での釣りや漁業の邪魔になら

ないように注意してください。 

◎海上のルール、マナーを守る事。 

◎事故、トラブルの場合は直ちに宇於﨑充範の携帯 090-5683-9891

まで連絡下さい、また一刻を争う場合や生命に関わる場合は速やか

に海上保安庁 118 に連絡お願いします。 

◎全て借り主の船長の責任の元でレンタル船をご利用ください。 

 

 


